
＜事業者番号＞336090000 

種   別 ６ 訪問看護  

事 業 所 名 高梁医師会立訪問看護ステーションやまびこ 
                         

法 人 名 一般社団法人 高梁医師会 

住   所 〒716-0029 高梁市向町 4番地 

代  表  者 仲 田  永 造 

連 携 窓 口 職種：管理者・看護師  氏名：難波 京子 

T  E  L （0866）22-8777 Ｅ メ ー ル tkangos@pv4.harenet.ne.jp 

F  A  X （0866）22-8776 
相談受付時

間 

8:30～17:00 

（土：8:30～12:30） 

利 用   

で き る 方 

介護保険で要支援 1・2、要介護 1～5の

認定を受けている方 

要支援・要介護認定に該当しない方は医

療保険で利用 

末期がん・厚生大臣が認める３疾患等の

方 

かかりつけの医師が訪問看護を必要と

認めた方 

対応可能○・要相談△ 

 項 目 備 考 

○ 経管栄養の管理  

○ 膀胱瘻・ストーマの管理  

○ 留置ｶﾃｰﾃﾙの管理  

○ 在宅酸素療法の管理  

○ 痰の吸引が必要な方  

○ 気管切開患者の管理  

営 業 日 

営 業 時 間 

月・火・水・木・金・土曜日 

月～金曜日 8:30～17:00 

土曜日   8:30～12:30 

○ 人工呼吸器の管理  

○ 点滴の管理  

○ 褥創の管理  

休 業 日 
日曜日・祝日・夏季休暇 8/14～8/16 

年末年始 12/29～1/3 

○ 終末期の管理  

○ リハビリ指導  

実 施 地 域

（交通費） 

高梁市全域・吉備中央町・真庭市（旧北

房町内）・総社市昭和中学校区 

△ 小児の方  

○ 精神疾患の方  

職 員 体 制 
看護師 4 名・准看護師 2 名・助手 1 名 

事務員 1名  

○ 認知症の方  

○ 難病の方  

利用料金 

 介護保険は 1割～3割負担（実施地域外は交通費徴収） 

 医療保険は 1割～3割自己負担と別途交通費 

 交通費：片道 2ｋｍ未満     100円   ・片道 5ｋｍ～10ｋｍ未満 500円 

     片道 2ｋｍ～5ｋｍ未満  250円   ・片道 10ｋｍ以上     700円 

特  徴 

 看護師 6名の小規模の事業所ですが、訪問看護歴 20年以上のスタッフが大半を占め、安心して利用し

ていただけると思います。 

 

 


